
中
学
校
に
お
け
る
日
本
近
代
史
の
授
業
計
画

一
、

い
ま
、

中
学
校
で

二
、

社
会
科
授
業
の
と
り
く
み

三
、

歴
史
の
年
間
指
導
計
画
案

四
、

「
近
代
日
本
の
発
展
と
東
ア
ジ
ア
」
の
指
導
計
画
案

五
、

自
由
民
権
運
動
の
扱
い

六
、

む
す
び
と
し
て

一
、

い
ま
、

中
学
校

で

中
学
校
の
教
師
は
多
忙
で
あ
る
。

大
学
で
史
学
科
だ

っ
た
か
ら
と

い
っ
て
歴
史
だ
け
を
教
え
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

中
学
校
の

現
場
で
は
、

学
年
配
属
に
よ
っ
て
、

地
理
も
公
民

（政
治

・
経
済
）

も
担
当
し
、

週
二
〇
時
間
平
均
の
授
業
時
間
の
他
に
、

道
徳

・
ク
ラ

ブ

・
学
級
指
導
の
時
間
を
加

４ヽ

平
均
週
二
三
時
間
の
担

当

が

あ

中
学
校
に
お
け
る
日
本
近
代
史
の
授
美
計
画

（森
）

森

る
。

教
科
担
当
と
学
級
担
任
の
他
に
い
わ
ゆ
る
校
務
分
掌
と
ょ
ば
れ

る
様
々
の
担
当

（例
え
ば
、

私
の
場
合
、

学
校
運
営
企
画
委
員
会
、

進
路
指
導
委
員
会
、

学
校
祭
実
行
委
員
会
、

生
徒
会
図
書
委
員
会
指

導
、

Ｐ
Ｔ
Ａ
成
人
教
育
委
員
会
担
当
な
ど
な
ど
》
に
加
え
て
、

部
活

動
顧
問
と
し
て
、

放
課
後
も
土
曜

・
日
曜
も
使
わ
れ
る

こ
と

に
な

とつ
。そ

れ
に
加
え
て
、

最
近
の
中
学
生
の
非
行
の
激
増
が
あ
る
。

最
近

の
新
聞
記
事
の
兄
出
し
を
拾
い
だ
し
て
み
よ
う
。

枚
挙
に
い
と
ま
が

な
い
と
い
っ
て
ょ
い
。

「
中
学
生
徒
が
教
師

十
一
人
殴
る
、

警
官
五
人
が
出
動
」

「
中
学

の
先
生
大
け
が
、

生
徒
二
人
が
な
ぐ
る
」

「
生
徒
暴
力
、

学
校
は
も

う
無
力
な
の
か
」

「
校
内
暴
力
三
中
学
生
逮
捕
、

先
生
六
人
袋
だ
た

き
」
…
…

一
九
八
〇
年
、

警
察
庁
調
査
に
よ
る
と
、

中
学
生
の
校
内
暴
力
事

日そヨ

一- 63 -一



史
苑

（第
四
一
巻
第
一
号
）

件
は
、

件
数

一
、

二
〇
二
件

（前
年
か
ら
の
増
加
率
三
四

・
八
％
▼

被
害
者
三
、

八
三
七
人

（増
加
率
六
七

。
一
％
）
、

補
導
人
員

七
、

一
〇
八
人

（増
加
率
三
八

・
三
％
）。　
こ
の
う
ち
教
師
に
対
す
暴
力

事
件
は
、　

件
数
三
七
二
件

（増
加
率
七
六

・
三
％
）、　
被
害
教
師
五

〇
二
人

（増
加
率
六
五

・
五
％
）
、

補
導
人
員

七
六
三
人

（増
加
率

六

一
・
三
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

少
年
人
口
千
人
当
り
に
占
め
る
刑

法
犯
少
年
は

一
七

・
一
人
、

成
人
も
含
め
た
全
刑
法
犯
に
占
め
る
少

年
の
割
合
は
四
二
・
四
％
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
史
上
最
高
の
記

録
で
あ
る
。

そ
し
て
高
校
生

に
ぐ
、ら

べ
て
圧
倒
的
に
中
学
生
の
非

行
増
加
が
め
だ
つ
。

（高
校
生
は
件
数
で

一
二

・
七
％
増
、

被
害
者

で
一
二
・
八
％
増
、

教
師
に
対
す
る
暴
力
事
件
は
件
数
で
四

・
八
％

増
、

被
害
者
数
で
二
①

・
八
％
増
、

補
導
人
員
は
五

・
四
％
減
で
あ

る
ぜそ

し
て
も
ち
ろ
ん
、

こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
数
字
は
氷
山
の
一
角
に

す
ぎ
な
い
。

非
行
に
ま
で
至
ら
な
い
に
し
て
も

一
般
生
徒
の
、

生
活
規
律
の
乱

れ
は
こ
こ
一
、

二
年
急
速
に
め
だ
っ
て
き
た
。

旦
て
、

高
校
生
に
み

ら
れ
た
も
の
が
、

低
年
齢
化
し
て
き
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

一
九
八
〇
年
十
二
月
の

「
Ｐ
Ｔ
Ａ

一
学
年
だ
よ
り
」
に
私
は
次
の

よ
う
な
訴
え
を
し
た
。

「
…
…
最
近
は
授
業
態
度
も
よ
う
や
く
中
学
生
ら
し
く
落
ち
着
き

が
で
て
き
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。

そ
れ
で
も
ま
だ

『
チ
ャ
イ
ム
が
鳴

っ
て
も
席
に
つ
か
な
い
』

『前

の
授
業
時
間
の
黒
板
の
字
が
消
さ
れ

て
い
な
い
』

『
教
師
が
教
室
に
は
い
っ
て
も
号
令
が
か
か
ら
な
い
』

『
授
業
中
お
し
ゃ
べ
り
が
多
い
』
『
ノ
ー
ト
を
と
ら
な
い
』
『
教
科
書

な
ど
を
忘
れ
る
』
と
い
う
状
況
は
解
消
し
て
い
ま
せ
ん
。

教
師
も
、

こ
れ
ら
授
業
の
基
本
的
態
度
に
つ
い
て
、

時
に
は
き
び
し
い
態
度
も

み
せ
な
が
ら
確
立
し
た
い
も
の
と
思

っ
て
い
ま
す
。

生
活
の
基
本
的
行
動

・
態
度
に
つ
い
て
は
、

家
庭
で
も
大
い
に
気

を

つ
け
て
下
さ
い
。

『
金
銭
や
物
を
気
唾
に
与
え
な
い
』
『
朝
食
を
と

ら
せ
、

昼
食
を
も
た
せ
る
』
『
遅
刻
さ
せ
な
い
』
『
髪
型

・
服
装
を
く

ず
さ
せ
な
い
』
『
喫
煙

・
シ
ン
ナ
ー
を
許
さ
な
い
』
『
子
ど
も
部
屋

・

電
話
の
管
理
』

『友
だ
ち
関
係
の
確
認
』

『
外
出
状
況
の
把
握
』。
そ

し
て
何
よ
り
も
父
母
が
協
力
し
あ

っ
て
の
家
庭
生
活
の
確
立
な
ど
。

・・・・。」
さ
ら
に
、

三
学
期
は
じ
め
、

生
徒
た
ち
に
次
の
よ
う
な
。フ
リ
ン
ト

を
渡
し
、

約
束
を
確
認
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

「
社
会
科
授
業
に
つ
い
て
約
束
し
て
ほ
し
い
こ
と

１
、

チ
ャ
イ
ム
が
鳴

っ
た
ら
席
に
着
い
て
先
生
を
待

つ

２
、

前
の
授
業
の
黒
板
の
字
は
、

係
が
か
な
ら
ず
消
し
て
お
く

３
、

授
業
の
始
め
と
終
り
の
号
令
は
、

係
が
し
っ
か

り

お

こ
な

い
、

全
員
き
ち
ん
と

『
気
を
つ
け
』
を
す
る

４
、

授
業
中
、

先
生
や
友
だ
ち
の
発
言
は
し

っ
か
り
聞
き
、

無
駄

な
お
し
ゃ
べ
り
は
し
な
い
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５
、

指
名
さ
れ
た
時
は
、

は
っ
き
り
返
事
を
し
て
起
立
す
る

６
、

質
問
は
大
歓
迎
だ
が
、

先
生
の
発
言
が
終

っ
た
と
き
に
手
を

挙
げ
て
お
こ
な
う
。

以
上
の
約
束
が
守
ら
れ
な
い
人
は
、

教
室
の
後
に
立

っ
て
授
業
を

受
け
る
か
、

教
卓
の
前
に
座

っ
て
授
業
を
受
け
て
も
ら
い
ま
す
」

二
、

社
会
科
授
業

の
と
り
く
み

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
教
師
は
授
業
に
と
り
く

む
。
こ
う
い
う
状
況
だ
か
ら
こ
そ
よ
け
い
、

自
己
の
授
業
の
あ
り
方

を
問
い
直
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
ょ
い
。

社
会
科
の
授
業
を
通
じ
て
、
ど
ん
な
人
間
像
を
つ
く
り
ぁ
げ
ょ
ぅ

と
し
て
い
る
の
か
。

教
育
基
本
法
で
は
、

「
平
和
的
な
国
家
及
び
社

会
の
形
成
者
と
し
て
、

真
理
と
正
義
を
愛
し
、

個
人
の
価
値
を
た
っ

と
び
、

勤
労
と
責
任
を
重
ん
じ
、

自
主
的
精
神
に
充
ち
た
心
身
と
も

に
健
康
な
国
民
の
育
成
」
を
め
ざ
し
て
い
る
。

要

す

る

に

「
民
主

的
、

平
和
的
な
国
家

・
社
会
の
形
成
者
」

（文
部
省
、

社
会
科
の
日

標
）
を
め
ざ
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

具
体
的
に
は
と
く
に
次
の
こ
と
を
私
は
視
点
と
し
て
授
業
プ
ラ
ン

を
立
て
て
み
た
い
と
思

っ
て
い
る
。

０
近
現
代
史
に
重
点
を
お
く

歴
史
を
単
な
る
知
識
と
し
て
お
さ
え
た
く
な
い
。

近
現
代
史
を
通

中
学
校
に
お
け
る
日
本
近
代
史
の
授
業
計
画

（森
）

じ
て
、

歴
史
か
ら
何
を
学
ぶ
の
か
、

今
日
の
課
題
は
何
か
、
さ
ら
に

は
自
己
の
生
き
方
の
問
題
と
し
て
も
学
び
と
る
よ
う
に
し
た
い
も
の

で
あ
る
。

「
歴
史
か
ら
学
が
も
の
は
灰
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。

そ

れ
は
炎
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ピ
　
ン
」
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
運
動
の

指
導
者
だ

っ
た
故
ス
カ
ル
ノ
は
言
っ
て
い
る
。

の
民
衆
の
生
活
を
中
心
に
据
え
る

民
衆
の
生
活
を
基
底
に
し
、

「
歴
史
は
民
衆
が
創
り
あ
げ
て
ぃ
っ

た
」
と
い
う
こ
と
を
生
徒
た
ち
が
理
解
す
る
よ
う
に
し
た
い
。

０
一地
域
の
歴
史
を
学
ん
で
い
く

「
地
域
底
辺
か
ら
歴
史
を
見
る
こ
と
は
、

決
し
て
ロ
ｌ
ヵ
ル
な
辺

境
か
ら
歴
史
を
見
る
こ
と
で
は
な
い
し
、

中
央
の
歴
史
を
補
足
す
る

も
の
で
も
な
い
。

そ
れ
は
社
会
の
基
底
か
ら
歴
史
を
と
ら
え
直
す
こ

と
て
あ
る
。」

（大
江
志
乃
夫
）

三
、

歴
史

の
年
間
指
導
計
画
案

一
九
八

十
年
か
ら
、

文
部
省
の
新
学
習
指
導
要
領
が
中
学
校
て
実

施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

三
年
の

「
公
民
」
が
週
五
時
間
か
ら
三

時
間
に
短
縮
さ
れ
、
こ
の
こ
と
は
二
年
生
の
歴
史
指
導
に
も
大
き
く

影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
で
ク
の
は
、

「
公
民
」
が
週
五

時
間
だ
っ
た
時
に
は
、

二
年
の
歴
史
で
、

近
現
代
史
部
分
を
残
し
て

お
き
、

三
年
の
は
じ
め
に
学
習
し
、

そ
れ
を
上
台
に
、

憲
法
や
政
治
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や
経
済
や
社
会
問
題

（
い
わ
ゆ
る
公
民
）
の
学
習
に
踏
み
入
る
こ
と

が
で
き
た
わ
け
だ
が
、

週
三
時
間
で
は
そ
の

「
ゆ
と
り
」
が
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
に
な
る
。

何
と
し
て
も
二
年
で
歴
史
学
習
を
完

結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
。

歴
史
学
習
は
、

い
ち
お
う

一
四
〇
時
間
で
終
了
す
る
と
い
う
文
部

省
基
準

（
一
週
二
時
間
で

一
、

二
年
を
通
じ
計
七
〇
週
で
終
了
と
い

う
基
準
案
か
、　

一
週
四
時
間
で
二
年
生
の
年
間
三
五
週
で
終
る
案
）

が
あ
る
が
、

実
質
的
に
は

一
一
〇
時
間
か
ら

一
二
〇
時
間
て
い
ど
で

指
導
計
画
を
た
て
な
け
れ
ば
無
理
で
あ
る
。

学
校
行
事
な
ど
で
、

授

業
カ
ッ
ト
さ
れ
る
時
間
が
二
〇
時
間
以
上
あ
る
も
の
と
み
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

年
間

一
二
〇
時
間
と
し
て
の
指
導
計
画
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も

の
が
考
え
ら
れ
る
。

（
「
学
校
図
書
」
の
教
科
書
指
導
書
を
参
照
）

０
文
明
の
お
こ
り
と
日
本

（
一
一
時
間
）

・
人
類
の
誕
生

・
古
代

の
文
明

・
原
始
の
日
本

・
古
代
国
家
の
芽
ば
え

０
日
本
の
古
代
国
家

（
一
二
時
間
）

‘
東
ア
ジ
ア
と
日
本

・
律
令

政
治
の
成
立

・
奈
良
の
都
と
地
方
の
人
々
・
平
安
の
都
と
地
方
の

動
き

・
国
風
文
化

・
荘
園
と
武
士

０
封
建
社
会
の
は
じ
ま
り

（
一
二
時
間
）

・
鎌
倉
幕
府
の
成
立

・

武
士
と
農
民

】
鎌
倉
文
化

・
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡

・
室
町
時
代

・
村

の
自
治
と
町
衆

・
室
町
文
化

の
封
建
社
会
の
完
成

（
一
七
時
間
）

・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
海
外
進

出

・
戦
国
大
名
と
鉄
砲

・
天
下
統

一
・
江
戸
幕
府
の
成
立

・
鎖
国

・
産
業
の
発
展
と
町
人
の
成
長

・
元
禄
文
化

０
封
建
社
会
の
い
き
づ
ま
り

（
八
時
間
）

・
享
保
の
改
革
と
田
沼

時
代

・
百
姓

一
揆
と
打
ち
こ
わ
し

・
新
し
い
学
問
と
化
政
文
化

・

天
保
の
改
革

０
近
代
世
界
の
開
幕

（
八
時
間
）

・
市
民
革
命

・
産
業
革
命

・
一

九
世
紀
の
欧
米
諸
国

・
欧
米
諸
国
の
進
出
と
ア
ジ
ア

０
近
代
日
本
の
成
立

（九
時
間
）

・
開
国
と
幕
府
の
滅
亡

・
明
治

維
新

・
富
国
強
兵

・
文
明
開
化

０
近
代
日
本
の
発
展
と
東
ア
ジ
ア

（
一
五
時
間
）

・
自
由
民
権
運

動

・
帝
国
憲
法
の
制
定

・
条
約
改
正
と
日
清
戦
争

・
日
本
の
産
業

革
命

・
帝
国
主
義
の
時
代
日
本

・
近
代
文
化
の
形
成

０
第

一
次
世
界
大
戦
と
日
本

（九
時
間
）

・
第

一
次
世
界
大
戦

・

大
戦
後
の
世
界
と
ア
ジ
ア
の
民
族
運
動

・
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

・

市
民
文
化
と
生
活
の
変
化

の
第
二
次
世
界
大
戦
と
日
本

（
八
時
間
）

・
世
界
を
お
そ

っ
た
恐

慌

・
中
国
へ
の
侵
攻

・
第
二
次
世
界
大
戦

０
大
戦
後
の
世
界
と
日
本

（
一
一
時
間
）

・
占
領
と
民
主
化

・
二

つ
の
世
界

・
平
和
運
動
の
発
展
と
世
界
の
動
き

・
新
安
保
条
約
と

日
本

・
今
日
の
世
界
と
日
本

ま
こ
と
に
あ
わ
た
だ
し
い
学
習
ぶ
り
と
い
え
よ
う
ｏ
し
か
も
中
学

生
の
状
況
か
ら
み
て
、

講
義

一
辺
倒
で
は
決
し
て
授
業
は
成
り
立
た
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な
い
。

様
々
の
工
夫
を
こ
ら
し
、

生
徒
の
自
発
的
学
習
意
欲
を
盛
り

立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

高
校
の
新
指
導
要
領

の
実
施
が

一
九
八
二
年
か
ら
で
あ
る
が
、

そ
こ
で
は
社
会
科
と
し
て

の
必
修
は
一
年
の

「
現
代
社
会
」
の
単
元
だ
け
で
、

「
日
本
史
」
も

「
世
界
史
」
も
選
択
科
目
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

即
ち
、

歴
史
を
系

統
的
に
全
員
が
学
ぶ
の
は

「
中
学
校
歴
史
」
だ
け
と
も
い
ぇ
る
状
態

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。

ま
す
ま
す
中
学
校
の
歴
史
授
業

が
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

四
、

「
近
代
日
本

の
発
展
と
東
ア
ジ
ア
」

の
指
導

計
画
案

年
間

一
二
〇
時
間
扱
か
い
の
年
間
指
導
計
画
の
う
ち
で
、

「
近
代

日
本
の
発
展
と
東
ア
ジ
ア
」
の
項
を

紹
介
し
て
み
た
い

（「学
校
図

書
」
教
科
書
指
導
書
を
私
が
担
当
）。　
計

一
五
時
間
の
指
導
内
容
だ

が
、

各
時
間
に
生
徒
用
プ
リ
ン
ト
資
料

（以
下
、

資
料
）
を
付
け
て

み
る
こ
と
に
し
た
。

資
料
を
つ
け
る
に
当
っ
て
は
次
の
よ
う
な
点
に

留
意
を
し
た
。

①
教
科
書
中
心
の
無
味
乾
燥
な
、

講
義
中
心
の
授
業
を
防
ぎ
、

生

徒
の
心
情
に
訴
え
る
よ
う
に
す
る

②
リ
ア
ル
な
生
活
感
の
あ
る
も
の
で
、

歴
史
を
支
え
た
、

民
衆
の

中
学
校
に
お
け
る
日
本
近
代
史
の
授
業
計
画

（森
）

生
活

・
地
域
の
生
活
を
で
き
る
だ
け
た
り
あ
げ
る

③
歴
史
を
前
進
さ
せ
る
方
向
で
、

「
平
和
」
と

「
民
主
主
義
」
の

観
点
を
と
り
あ
げ
る

④
生
徒
の
自
発
的
な
学
習
意
欲
を
か
き
た
て
る
よ
う
な
も
の
を
え

ら
が⑤

中
学
生
の
発
達
段
階
に
合
う
も
の
で
、

容
易
に
理
解
で
き
る
よ

う
な
内
容
の
も
の
に
す
る

で
は
、　

一
五
時
間
を

一
覧
表
に
し
て
み
よ
う
。

●

「
自
由
民
権
運
動
　
１
、

国
会
開
設
の
要
求
」
〔資
料
〕
『
ひ
ろ

が
る
民
権
思
想
』
（①
荻
野
村
の
講
学
会
、

②
伊
勢
原
村
の
講
学
会
、

③
五
日
市
憲
法
草
案
）

の

「
自
由
民
権
運
動
　
２
、

自
由
党
と
改
進
党
、

民
権
運
動
の
激

化
」
〔
資
料
〕
『秩
父
事
件
』

（①
困
民
党
の
人
び
と
、

②
事
件
、

そ

の
後
）

０

「
帝
国
憲
法
の
制
定
　
１
、

立
憲
制

へ
の
歩
み
、　

憲

法

の
発

布
」
【資
料
〕
『
明
治
憲
法
の
現
れ
た
日
』

（家
永
三
郎
編
、
日
本
の

歴
史
）

の

「
帝
国
憲
法
の
制
定
　
２
、

議
会
を
開
く
」
〔
資
料
〕
『
議
会
政

治
は
じ
ま
る
』

（①
明
治
憲
法
の
し
く
み
、

②
日
本
最
初
の
総
選
挙

の
風
景
、

③
第

一
回
議
会
、

山
県
首
相
の
施
政
方
針
、

④
第
二
回
選

挙
で
の
死
者

・
負
傷
者
数
、

⑤
選
挙
法
改
正
年
表
）

０

「
条
約
改
正
と
日
清
戦
争
　
１
、

条
約
改
正
、

日
本
の
朝
鮮
進
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出
」
〔資
料
〕
『朝
鮮
と
の
関
係

・
日
清
戦
争

へ
の
道
』

（①
年
表
、

②
朝
鮮
貿
易
と
日
清
の
競
争
）

０

「
条
約
改
正
と
日
清
戦
争
　
２
、
日
清
戦
争
」
〔
資
料
〕
『
下
関

条
約
と
三
国
干
渉
』
（①
下
関
条
約
、

②
三
国
干
渉
）

０

「
日
本
の
産
業
革
命
　
１
、

産
業
革
命
」
〔資
料
〕
『
八
幡
製
鉄

所
の
あ
か
い
火
』

（①
製
鉄
所
づ
く
り
、

②
原
料
鉱
石
は
中
国
朝
鮮

か
ら
）

０

「
日
本
の
産
業
革
命
　
２
、

産
業
革
命
」
〔資
料
〕
『
野
麦
峠
を

こ
え
て
』
（高
橋
槙

一
他

「
日
本
の
歴
史
じ

０

「
帝
国
主
義
日
本
　
１
、

帝
国
主
義
の
世
界

・
中
国
の
分
割
」

〔資
料
〕
『帝
国
主
義
』
（①
セ
シ
ル
ー‐
ロ
ー
ズ
の
こ
と
ば
、

②
義
和

団
事
件
）

０

「
帝
国
主
義
の
時
代
日
本
　
２
、

日
英
同
盟

・
日
露
戦
争
」
資

料
〕

『反
戦
の
う
っ
た
え
』

（①
旅
順
口
包
囲
軍
に
在
る
弟
を
歎
き

て
、

②
お
百
度
詣
り
、

③

ロ
シ
ア
社
会
党
に
与
う
る
書
）

ω

「
帝
国
主
義
の
時
代
日
本
　
３
、

朝
鮮
併
合
」
〔資
料
〕
『植
民

地
朝
鮮
』

（①
韓
国
併
合
に
関
す
る
条
約
、

②
朝
鮮
を
う
た
っ
た
二

例
、

③
朝
鮮
人

一
人
当
り
の
米
消
費
量
、

④
在
日
朝
鮮
人
人
口
、

⑤

義
兵
運
動
）

の

「
帝
国
主
義
の
時
代
日
本
　
４
、

中
華
民
国
の
成
立
」

〔資
料

『
中
国
革
命
同
盟
会
と
魯
迅
』

（①
中
国
革
命
同
盟
会
、

②
魯
迅

・

中
国
近
代
文
学
の
父
）

０

「
帝
国
主
義
の
時
代
日
本
　
５
、
日
露
戦
争
後
の
社
会

と
民

衆
」
〔資
料
〕
『
大
逆
事
件
』

（①
大
逆
罪
、

②
判
決
光
景
、

③
夏
目

漱
石

「
そ
れ
か
ら
」
、

④
石
川
啄
木
の
日
記
）

０

「
近
代
文
化
の
形
成
　
１
、

教
育
の
普
及

・
自
然

科
学

の
発

達
」
〔資
料
〕
『北
里
柴
三
郎
』

０

「
近
代
文
化
の
形
成
　
２
、

近
代
文

学

の
成

立

・
美
術
と
芸

能
」
〔資
料
〕
『
石
川
啄
木

・
明
治
の
青
春
』

（家
永
二
郎

・
黒
羽
清

隆

「
中
学
生
の
歴
史
し

五
、

自
由
民
権
運
動

の
扱

い

一
九
八

一
年
度
か
ら
実
施
の
文
部
省
新
指
導
要
領
に
準
拠
し
て
、

新
版
教
科
書
が
い
っ
せ
い
に
一
九
八
〇
年
に
展
示
さ
れ
、

現
場
教
師

は
検
討
し
に
行

っ
た
。

中
学
校
歴
史
教
科
書
は
七
社
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。

近
代
史
の
授

業
計
画
に
即
し
て
、

「
自
由
民
権
運
動
」
の
部
分
に
つ
い
て
紹
介
し

て
み
よ
う
。

「自
由
民
権
運
動
」
の
教
科
書
記
述
を
検
討
す
る
に
当
っ
て
■
士

族
民
権
の
記
述
に
終
ら
ず
、

地
域
で
の
一象
農
の
動
き
や
、

困
民
党
の

運
動
が
ど
こ
ま
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
か
」
を
チ
ェ
ッ
ク
・
ポ
イ
ン
ト

と
し
て
み
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
点
に
関
し

て
、

ど
の
教
科
書
と
も
ひ

じ
ょ
う
な
進
歩
の
跡
が
み
ら
れ
た
。

旧
版
と
は
大
違
い
で
あ
る
。
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例
え
ば
、
日
本
書
籍
の
教
科
書
で
は
、　

フ
」
う
し
て
国
会
開
設
要

求
に
は
じ
ま
っ
た
自
由
民
権
運
動
は
、

国
会
開
設

・
憲
法
制
定

・
地

租
軽
減

・
条
約
改
正

・
地
方
自
治
と
い
う
、

国
民
の
さ
ま
ざ
ま
な
要

求
を
つ
つ
み
こ
ん
で
、　
日
本
最
初
の
国
民
運
動
に
発
展
し
た
ど
　
と

お
さ
え
て
い
る
。

本
文
記
述
以
外
に
も
、

特
別
の
囲
み
記
事
で
、
「地

方
の
自
由
民
権
運
動
」
（大
阪
書
籍
）
、

「
秩
父
困
民
党
」

（学
校
図

書
）
、

「
五
日
市
憲
法
草
案
」

（教
育
出
版
）
と
い
っ
た
と
り
ぁ
げ
方

を
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。

教
育
出
版
の
記
述
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
地
域
に
み
る
歴
史
の
歩
み

〇
五
日
市
町

（東
京
都
西
多
摩
郡
）
―
―
民
衆
が
っ
く

っ
た
憲
法
草

案
自
由
民
権
運
動
が
さ
か
ん
に
な
る
と
、

民
権
派
の
な
か
か
ら
、　

つ

ぎ
つ
ぎ
に
憲
法
の
草
案
が
発
表
さ
れ
た
。

現
在
ま
で
に
四
〇
余
編
が

わ
か
っ
て
い
る
が
、

名
も
知
れ
ぬ
人
々
が
集
ま
っ
て
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
政
治
な
ど
を
学
び
、

討
論
を
重
ね
て
ま
と
め
あ
げ
た
も
の
の
一

つ
に

『
五
日
市
憲
法
草
案
』
が
あ
る
。

五
日
市
町
は
、

東
京
の
西
の
は
し
に
あ
る
山
深
い
里
で
あ
る
弓
五

日
市
憲
法
草
案
』
は
、　

一
九
六
八
年
に
、

こ
の
町
の
旧
家
の
土
蔵
か

ら
発
見
さ
れ
た
。

同
時
に
発
見
さ
れ
た
文
書
か
ら
、

『
貴
族
は
廃
止

す
べ
き
か
ど
う
か
』
『
国
会
は
二
院
を
必
要
と
す
る
か
ど
ぅ
か
』
『
出

版
を
ま
っ
た
く
自
由
に
し
て
ょ
い
か
』
な
ど
を
テ
ー
マ
に
、

徹
底
し

中
学
校
に
お
け
る
日
本
近
代
史
の
授
業
計
画

（森
）

た
討
論
を
し
て
い
た
こ
と
も
ゎ
か
っ
た
。
こ
ぅ
し
て
、

全
編
二
①
四

か
条
の
草
案
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

国
民
の
権
利
に
関
す
る
条
項
に
つ

い
て
三
六
か
条
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、

民
衆
の
つ
く
っ
た

憲
法
草
案
に
ふ
さ
わ
し
い
ど

次
に
、

学
校
図
書
の
囲
み
記
事
を
紹
介
し
よ
う
。

「
秩
父
困
民
党

山
ま
た
出
に
か
こ
ま
れ
た
埼
玉
県
の
秩
父
地
方
に
は
、

江
戸
時
代

か
ら
水
国
が
少
な
く
、

絹
織
物
の
生
産
を
副
業
と
す
る
農
家
が
多
か

っ
た
。

明
治
に
は
い
っ
て
、

生
糸
の
輸
出
が
さ
か
ん
に
な
る
と
、

ほ

と
ん
ど
の
農
家
が
養
蚕
や
製
糸
の
副
業
に
た
よ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、　

一
八
八
三
年
、

不
況
が
は
げ
し
く
な
っ
て
、

ま
ゅ
や
生

糸
の
値
だ
ん
が
急
に
下
落
し
た
。

そ
の
う
え
、
こ
の
こ
ろ
地
方
税
が

大
幅
に
増
額
さ
れ
た
。

農
民
た
ち
は
、

土
地
を
抵
当
に
入
れ
て
、

高

利
貸
か
ら
の
借
金
を
か
さ
ね
、

そ
の
返
済
が
で
き
な
い
た
め
に
土
地

を
失
う
者
も
ふ
え
た
。

一
八
八
四
年
に
は
い
る
と
、
自
由
党
の
影
響
が
強
ま
り
、

苦
し
い

農
民
の
な
か
か
ら
自
由
党
に
入
党
す
る
者
が
あ
い
っ
い
だ
。

ゃ
が
て

農
民
た
ち
の
な
か
か
ら
高
利
貸
に
対
し
て
、

借
金
の
す
え
お
き
を
要

求
す
る
請
願
運
動
が
お
こ
り
、

秩
父
困
民
党
が
結
成
さ
れ
た
。

指
導

者
に
は
自
由
党
員
が
多
く
、

か
つ
て
幕
末
の
百
姓

一
揆
に
く
わ
わ
っ

た
人
々
も
い
た
。

困
民
党
の
組
織
は
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
っ
た
。
し

か
し
、

高
利
貸
も
役
所
も
、

農
民
の
請
願
を
営
こ
う
と
せ
ず
、

か
ぇ
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っ
て
き
び
し
く
借
金
を
と
り
た
て
よ
う
と
し
た
。

一
八
八
四
年

一
一
月

一
日
、

農
民
た
ち
は
、

猟
銃
や
刀

・
や
り
な

ど
で
武
装
し
、

椋
神
社
の
境
内
に
集
合
し
た
。

そ
し
て

『
か
っ
て
に

金
を
と
っ
た
り
乱
暴
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
ぜ

な
ど
の
規
律
を

き
め
、

税
の
軽
減
や
借
金
の
帳
消
し
を
も
と
め
て
、

い
っ
せ
い
に
蜂

起
し
た
。

困
民
党
の
部
隊
は
警
官
隊
と
衝
突
し
、

役
所
や
警
察
分
署

を
お
そ
い
、

高
利
貸
の
家
を
打
ち
こ
わ
し
て
借
金
の
証
文
を
や
が

っ

た
。

そ
し
て

『
自
由
自
治
元
年
』
を
さ
け
び
、　

一
時
は

一
万
人
近
い

部
隊
が
大
宮
町
を
制
圧
し
た
。

政
府
は
軍
隊
ま
で
出
動
さ
せ
た
が
、

困
民
党
員
の

一
部
は
、

群
馬
県
や
長
野
県
の
佐
久
地
方
に
ま
で
は
い

り
、

争
乱
は
約
十
日
間
も

つ
づ
い
た
ピ

「
自
由
民
権
百
周
年
」
と
し
て
の
記
念
全
国
集
会
は
、　

一
九
八

一

年

一
一
月
に
横
浜
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

今
日
、

あ
ら
た

め
て
自
由
民
権
運
動
の
歴
史
的
意
義
を
学
び
と
る
こ
と
は
、

民
主
主

義
を
問
い
直
す
も
の
と
し
て
た
い
へ
ん
意
義
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

教

育
の
場
で
も
も
ち
ろ
ん
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

自
由
民
権
の

二
時
間
の
学
習
指
導
案
を
、

前
述
の
指
導
計
画
に
も
と
づ
い
て
提
示

し
て
み
よ
う
。

学
習
指
導
案
　
自
由
民
権
運
動
１
、

（
国
会
開
設
の
要
求
）

１
、

ね
ら
い
　
自
由
民
権
運
動
が
、

日
本
の
近
代
化

へ
む
け
て
の
一

大
政
治
運
動
で
あ
り
、

同
時
に
あ
ら
ゆ
る
階
層

・
地
域
を
ふ
く
む
学

習

・
文
化
運
動
で
あ

っ
た
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。

２
、

導
入
例

○
欧
米
の
市
民
革
命
の
歴
史
や
啓
蒙
思
想
家
の
活
躍
、

宣
言
類
な

ど
に
つ
い
て
か
り
か
え
っ
て
み
る
。

①
板
垣
退
助
、

大
隈
重
信
な
ど
著
名
な
民
権
家
に
つ
い
て
生
徒
の

も
っ
て
い
る
予
備
知
識
を
し
ら
べ
て
み
る
。

３
、

展
開
例

０
民
投
議
院
設
立
建
白
書
と
は
、

い
つ

（
一
八
七
四

・
明
治
七
）
、

だ
れ
に
よ
っ
て

（板
垣
退
功

・
後
藤
象
二
郎
ら
）
お
こ
な
わ
れ
た
も

の
か
理
解
さ
せ
る
。

①
内
容
は
、

政
府
の
藩
閥
政
治
を
批
判
し
、

国
会
開
設
の
意
見
書

を
政
府
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。

①
こ
の
建
白
書
が
西
南
戦
争

（
一
八
七
七
）
で
の
武
力
反
抗
に
失

敗
し
た
後
の

「
言
論
で
政
府
と
た
た
か
う
」
と
い
う
自
由
民
権
運

動
の
口
火
と
な
っ
た
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。

の
自
由
民
権
論
を
さ
さ
え
た
思
想
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

・
ア
メ
リ
カ
の

議
会
政
治
や
自
由

・
平
等
の
思
想
で
あ

っ
た
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。

①
福
沢
諭
吉

「
西
洋
事
情
」
　
欧
米
の
議
会
政
治
を
紹
介
。

①
中
村
正
直

「
自
由
之
理
」
　

ヽヽヽ
ル
の
思
想
を
紹
介
、

民
権
家

・

河
野
広
中
が
愛
読
。

○
中
江
兆
民

「
民
約
訳
解
」
　

ル
ソ
ー
の
思
想
を
紹
介
、

人
民
主

権

・
普
通
選
挙
な
ど
。

①
植
木
校
盛

「
民
権
自
由
論
」
人
民
の
自
由
　
「
憲
法
草
案
只

一
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八
八
二
）
抵
抗
権
も
規
定
。

０
自
由
民
権
運
動
の
ひ
ろ
が
り
。

①
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
が
新
聞
に
発
表
さ
れ
る
と
国
民
の
間
に

大
き
な
反
響
を
よ
び
ぉ
こ
し
た
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。

①
西
南
戦
争
が
終
わ
る
こ
ろ
か
ら
、

国
会
開
設
と
地
租
引
き
下
げ

を
も
と
め
民
権
運
動
は
全
国
に
広
ま
り
大
き
く
も
り
上
が

っ
た
こ

と
を
理
解
さ
せ
る
。

①
参
加
者
も
士
族
か
ら
し
だ
い
に
地
主

・
農
民
や
商
工
業
者
に
ひ

ろ
が

っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
。

①
国
民
は
民
権
思
想
を
学
が
中
か
ら
、

憲
法
を
自
分
た
ち
の
手
で

つ
く
ろ
う
と
す
る
動
き
も
ひ
ろ
が

っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
。

（
五

日
市
憲
法
草
案
な
ど
現
在
わ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
も
約
四
〇
）

４
、

指
導

メ
モ

ω
民
権
運
動
の
諸
階
層
　
板
垣
ら
の
考
え
て
い
た
民
投
議
院
は
、

士
族
と

「
豪
家
の
農
商
」
と
に
参
政
権
を
与
え
ょ
う
と
す
る
も
の
だ

っ
た
。

政
治
の
新
し
い
方
向
を
も
ち
な
が
ら
、

革
命
的
で
な
く
、

改

良
主
義
的
思
想
で
、

「
上
流
の
民
権
説
」
と
い
ゎ
れ
た
。
し
か
し
そ

れ
は
ひ
ろ
く
民
衆
の
要
求
を
反
映
し
た
も
の
で
大
き
な
反
響
を
よ
ん

だ
。
こ
の
こ
ろ
地
租
改
正
が
進
行
し
、

天
下
り
地
価
反
対
の
農
民
間

争
が
高
ま

っ
て
ぃ
て
民
権
運
動
は
民
衆
と
結
び
は
じ
め
、　

一
層
の
ひ

ろ
が
り
と
深
ま
り
を
み
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

の
植
木
枝
盛
の
憲
法
草
案
と

「
民
権
自
由
論
」
　

植
木
枝
盛

（
一

中
学
校
に
お
け
る
日
本
近
代
史
の
授
業
計
画

（森
）

八
五
七
―
九
二
）
は
土
佐
藩
士
の
家
に
生
ま
れ
た
民
権
運
動
の
指
導

的
理
論
家
。

上
か
ら
創
設
さ
れ
た
県
会
に
対
抗
し
て
地
方
民
会
の
組

織
に
つ
と
め
、

理
論
の
力
を
も
っ
て
民
権
運
動
の
組
織
と
問
争
を
裏

づ
け
て
い
っ
た
。　

一
八
八
二

（明
治

一
五
）
年
に
起
草
し
た
と
推
定

さ
れ
る
憲
法
草
案
に
は

「
日
本
人
民
ガ
日
本
国
ヲ
立
ツ
ル
ハ
、

法
度

ラ
作
リ
テ
各
其
自
由
権
利
ヲ
保
全
セ
ン
ガ
為
ト
ス
」
と
人
民
主
権
が

は
っ
き
り
と
ぅ
た
ゎ
れ
て
い
る
。

「
民
権
自
由
論
」
は
話
し
か
け
の

形
で
書
か
れ
、

数
万
部
を
売
り
つ
く
し
た
。

５
、

生
徒
に
配
布
す
る
プ
リ
ン
ト
資
料

「
ひ
ろ
が
る
民
権
思
想
」

民
権
運
動
は

一
八
七
四

（明
治
七
）
年
の
民
撰
議
院
設
立
建
白
書

を
き

っ
か
け
に
全
国
に
ひ
ろ
ま
っ
て
い
っ
た
。

ぁ
ら
ゆ
る
地
域
で
民

権
運
動
の
講
座

（講
学
会
）
が
ひ
ら
か
れ
、

民
権
思
想
の
学
習
が
進

め
ら
れ
た
。

そ
う
し
た
例
を
神
奈
川
で
み
て
み
よ
う
。

―
一
　

●
荻
野
村

（現
厚
木
市
）

の
講
学
会

民
権
家
小
宮
保
次
郎
の

日
誌
に
よ
れ
ば
、　

一
八
八

三

（明
治

十
一〇

年

一
月

か
ら
翌
年
二
月
ま
で
、　

一

週
間
の
日
程
で
計
六
回
開

か
れ
て
い
る
。

場
所
は
法

実 施 期 日

～28日

～28日

-18日

― ?

～1 2月1 3日
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界
寺
、

農
繁
期
を
は
ず

し

て

（表
１
）。

こ
の
時
間
表

（表
２
）
を
見
て
ほ

し
い
。

午
前
と
夜
で
一
日
六
時
間
の

学
習
で
あ
る
。
日
中
の
農
作
業
を
き

ち
ん
と
確
保
し
た
上
で
の
時
間
設
定

で
、

そ
の
熱
意
に
驚
か
さ
れ
る
。

テ

キ
ス
ト
な
ど
の
図
書
購
入
は
東
京
で

お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
う
し
て
民
権
思

想
の
影
響
を
受
け
た
多
く
の
若
い
農

民
た
ち
が
巣
立

っ
て
い
っ
た
。

０
伊
勢
原
村

（現
伊
勢
原
市
）
の

講
学
会

一
八
八

一
（明
治

一
四
）
年
九
月

か
ら
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、

政
治

（憲
法
論
議
）
と
と
も
に

漢
籍
や
英
学
な
ど
も
や
っ
て
い
る
。
と
く
に
政
治
の
学
習
で
は
テ
ー

マ
に
も
と
づ
い
て
だ
れ
か
が
レ
ポ
ー
ト
を
書
き
発
表
す
る
。

そ
れ
を

も
と
に
全
体
で
討
論
し
、

ま
た
レ
ポ
ー
ト
を
書
き
直
す
。

そ
の
よ
う

な
学
習
方
法
が
と
ら
れ
た
。

そ
の
よ
う
す
を
表
３
に
し
て
み
た
。

０
五
日
市
憲
法
草
案

（
一
部
）

各
地
で
の
こ
う
し
た
燃
え
る
よ
う
な
学
習
運
動
を
通
じ
て
、　

一
八

表 2

い

る

山 口 書 輔 ( 3 )

竹 尾 俊 孝 ( 3 )

猪 俣  道 之輔 (1)

官 田 寅 治 ( 1 )

山 口 書 輔 ( 1 )

前 田 久 治 ( 1 )

不   明 ( 2 )

官 田 寅 治 ( 1 )

山 田 書 輔 ( 1 )

前 田 久 治 ( 1 )

テーマ 〔( )内 の数字は同一テーマのレポート数〕

政府ノロ的ヤイカニ

政府ノロ的ハイズレニアルヤフ説明セヨ

主権ハ立法二帰属スペキノ説明

主権ハ何二帰属スルヤ

主権ハ何二帰属スルヤ

主権ノ帰属

主権ノ帰属

自 由 ハ い 待 ノ結 早 タ ル ユ エ ン

自由ハ法律ノ結果ナリトイウユエンフ説明ス

自由ハ法律ノ結果ナリ

自由ハ法律ノ結果ナリ

自由ハ法律ノ結果

代議政体論

代議政体ノ原質フ論ズ

代議政体ノ原質

山 口 書 輔 ( 2 )

前 田 久 治 ( 2 )

今 井  国 三郎 (1)

猪 俣  道 之輔 (3)

官 田  寅  治  (1)
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八

一
（明
治

一
四
）
年
、

五
日
市
憲
法
草
案

（
五
日
市
は
当
時
は
神

奈
川
県
、

現
在
は
東
京
都
）
な
ど
も
生
ま
れ
た
。

①
４５
条
　
日
本
国
民

ハ
各
自
ノ
権
利
自
由
▼
達
ス
ベ
シ
。

他
ヨ
リ

妨
害
ス
ベ
ラ
ズ
。

国
法
之
フ
保
護
ネ
ペ
シ
。

①
４７
条
　
凡
ソ
日
本
国
民

ハ
族
籍
位
階
ノ
別
ヲ
問
ヮ
ズ
法
律
上
ノ

前

二
対
シ
テ
ハ
平
等
ノ
権
利
グ
ル
ベ
シ

①
４９
条
　
凡
ソ
日
本
国

二
在
居
ネ
ル
人
民

ノ、
内
外
国
人
フ
論
ゼ
ズ

ソ
ノ
身
体
生
命
財
産
名
誉
ヲ
保
護
ス

０
５．
条
　
凡
ソ
日
本
国
民

ハ
法
律
ヲ
遵
守
ネ
ル
ニ
オ
イ
テ
ハ
万
事

ニ
ツ
キ
ァ
ラ
カ
ジ
メ
検
閲
フ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
ク
自
由

ニ
ソ

ノ
思
想
意
見
論
説
図
絵
ヲ
著
述
シ
之
ラ
出
版
版
行
シ
ア
ル

イ
ハ
公
衆

二
対
シ
誌
談
討
論
演
説
シ
以
テ
之
を
公

ニ
ネ
ル

コ
ト
フ
得
ベ
シ

（以
下
略
）

０
５６
条
　
凡
ツ
日
本
国
民

ハ
何
宗
教
タ
ル
▼
諭
ゼ
ズ
之
ヲ
信
仰
ス

ル
ハ
各
人
ノ
自
由

ニ
マ
カ
ス

（以
下
略
）

０
５８
条
　
凡
ソ
日
本
国
民

ハ
結
社
集
会
の
現
主
モ
シ
ク
ハ
ソ
ノ
会

社
ノ
使
用
ス
ル
方
法

ニ
オ
イ
テ

（口
禁
ヲ
犯
シ
モ
ッ
ク
ハ

国
乱
ヲ
カ
モ
ス
ベ
キ
ノ
状
ナ
ク
マ
タ
武
器
ワ
グ
ズ
サ
ェ
ル

ニ
ア
ラ
ズ
）
平
穏

二
結
社
集
会
ネ
ル
ノ
権
フ
右
ス

（以
下

略
）

０
５９
条
　
凡
ソ
ロ
本
国
民

ハ
信
書
ノ
秘
密
フ
侵
ス
ョ
ト

ラ
得

ズ

（以
下
略
）

中
学
校
に
お
け
る
日
本
近
代
史
の
授
業
計
画

（森
）

①
６．
条
　
凡
ソ
日
本
国
民
各
自
ノ
任
居

ハ
全
国
中
何
レ
ニ
テ
モ
其

人
ノ
自
由
ナ
ル
ベ
シ

（以
下
略
）

○
備
条
　
法
律
ノ
正
条

二
明
示
セ
ル
所

ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
甲
乙
ノ
別

ラ
論
ゼ
ズ
拘
引
逮
捕
純
弾
ラ
受
ク
ベ
ヵ
ラ
ズ

学
習
指
導
案
　
自
由
民
権
運
動
２
、

（自
由
党
と
改
進
党
、

民
権

運
動
の
激
化
）

１
、

ね
ら
い
　
民
権
運
動
の
高
ま
り
の
中
で
、

民
権
派
の
動
き
と
そ

れ
に
対
抗
す
る
政
府
側
の
動
き
と
を
、

政
党
の
結
成
、　

弾

圧

の
強

化
、

運
動
の
過
激
化
、

政
府
の
懐
柔
策
で
と
ら
え
さ
せ
る
。

２
、

導
入
例

①
自
由
民
権
運
動
が
特
定
の
人
び
と
に
よ
る
特
定
の
地
域
で
の
運

動
で
は
な
く
、

ぁ
ら
ゆ
る
地
域
で
の
幅
広
い
人
た
ち
の
政
治
要
求
運

動
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。

生
徒
た
ち
の
任
む
地
域
で
の
運
動

の
よ
う
す
を
授
業
に
折
り
こ
み

呼
印
し
一
校
や
今
日
の
各
地
域
で
の

Ｏ
自
由
民
権
運
動
が
幕
末
の
世

住
民
運
動
に
も
結
び
っ
く
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考

え

さ

せ

）る

。
３
、

展
開
例

０
民
権
派
と
政
府
側
の
動
き

①
民
権
運
動
の
高
ま
り
の
例
と
し
て
一
八
八
〇
年

「
国
会
開
設
請

願
書
」
が
二
府
二
二
県
八
万
七
千
人
の
署
名
に
ょ
っ
て
政
府
に
提

出
さ
れ
た
こ
と
。

政
府
は
新
聞
紙
条
例

（
一
八
七
五
）
、

集

会

矢



史
苑

（第
四
一
巻
第

一
号
）

例

（
一
八
八
〇
）
な
ど
で
運
動
弾
圧
を
は
か
っ
た
が
、　

一
八
八

一

年
、

北
海
道
官
有
物
払
い
下
げ
事
件
に
対
す
る
世
論

の
非

難

か

ら
、

「
国
会
開
設
の
詔
」
を
出
さ
な
い
わ
け
に
い
か
な
く
な

っ
た

経
緯
を
説
明
す
る
。

０
自
由
党
と
改
進
党

○
地
方
の
多
く
の
民
権
政
社
が
、

国
会
開
設
の
見
通
し
か
ら
全
国

規
模
の
二
政
党
に
結
集
し
た
こ
と
を
説
明
。

生
徒
た
ち
に
二
政
党

の
党
首
、

性
格
、

支
持
層
な
ど
を
教
科
書
を
も
と
に
ま
と
め
さ
せ

とつ
。

○
自
由
党
、　

一
八
八

一
年
板
垣
退
助
、

フ
ラ
ン
ス
流
民
権
思
想
、

地
主

・
農
民
層
が
支
持
し
た
。

①
立
憲
改
進
党
、　

一
八
八
二
年
大
限
重
信
、

イ
ギ
リ
ス
立
憲
君
主

制
を
模
範
、

知
識
人

，
実
業
家
。

０
民
権
運
動
の
急
進
化
と
は
げ
し
い
政
府
の
弾
圧

〇

一
八
八

一
年
か
ら
松
方
正
義
大
蔵
卿
が
実
施
し
た
財
政
で
、

農

家
の
現
金
収
入
は
半
減
し
、

高
税
に
苦
し
め
ら
れ
、

借
金
で
土
地

を
と
ら
れ
る
農
民
が
激
増
し
て
い
っ
た
こ
と
を
説
明
。

こ
う
し
た

農
民
が
地
方
の
自
由
党
員
と
手
を
結
び
困
民
党
な
ど
を
組
織
し
各

地
で
い
わ
ゆ
る
激
化
事
件
を
起
し
、

「
世
直
し
」
を
求
め
た
よ
う

す
を
説
明
す
る

（福
島
事
件
、

秩
父
事
件
）。
政
府

・
警
察

は

は

げ
し
い
弾
圧
を
く
わ
え
、

そ
の
た
め
地
主

・
商
工
業
者
の
中
に
は

運
動
か
ら
離
れ
る
者
も
増
加
し
、

自
由
党
も
自
信
を
失
な
い
解
散

し
た
こ
と
を
説
明
す
る
。

４
、

指
導

メ
モ

ω
民
権
運
動
の
急
進
化
　
一
八
八

一
年
、

大
蔵
卿
と
な

っ
た
松
方

正
義
は
、

西
南
戦
争
後
の
破
産
状
況
の
財
政
対
策
と
し
て
徹
底
的
な

デ
フ
レ
緊
縮
政
策
を
と
っ
た
。

こ
の
た
め
の
農
産
物
価
格
の
下
落
は

農
民
の
生
活
を
お
び
や
か
し
た
。

秩
父
地
方
の
繭

一
斤
は

一
八
八

一

年
の

一
円
四
〇
銭
が
八
三
年
に

一
円
八
銭
、

八
四
年
に
は
八
①
銭
に

な

っ
た
。

農
産
物
価
格
の
低
落
は
地
租
の
比
重
が
高
く
な

っ
た
こ
と

を
意
味
す
る
。

そ
し
て
高
利
貸
の
暴
利
に
苦
し
め
ら
れ
た
農
民
た
ち

は

「
困
民
党
」
を
組
織
し
、

自
由
党
員
指
揮
下
に
峰
起
し
、

地
租
軽

減

・
負
債
取
消

・
小
作
料
免
除
を
要
求
し
た
。

の
民
権
運
動
の
果
し
た
役
割
　
自
由
民
権
運
動
は

一
部
不
平
士
族

の
反
政
府
政
治
活
動
な
ど
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

わ
が
国
に
お

け
る
最
初
の
国
民
的
な
民
主
主
義
運
動
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。

幕
末
の

一
揆
や
世
直
し
、

維
新
の
動
乱
に
よ
っ
て
芽
生

え
た
民
衆
の
自
由

・
平
等

へ
の
欲
求
や
人
権
意
識
が
、

は
じ
め
て
公

然
と
大
衆
運
動
の
形
を
と
っ
て
政
治
の
舞
台
に
登
場
し
た
と
い
え
よ

う
。

指
導
層
こ
そ
士
族
知
識
人
や
豪
農
層
で
あ

っ
た
が
、

民
衆
は
こ

の
運
動
を
通
し
て
、

権
利
意
識
を
強
め
、

学
習
熱
を
起
こ
し
、

ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
め
ざ
め
た
。

（色
川
大
吉
）

０
福
島
事
件
　
福
島
県
今
、

三
島
通
庸
は

一
五
歳
以
上
の
男
女
に

毎
月

一
日
ず

つ
二
年
間
の
夫
役

（無
償
）
を
命
じ
、

出
な
い
者
に
は

一- 74 -一
―- 75 -

５
、

生
徒
に
配
布
す
る
プ
リ
ン
ト
資
料

「
秩
父
事
件
」

て
、

た
た
か
い
に
備
え
る
も
の
も
い
た
。

の
な
い
の
も
苦
に
し
や
さ
ん
す
な
、

今
に
お
金
が
自
由
党
」
と
い
ぅ

歌
が
は
ゃ

っ
て
い
た
。

中
学
校
に
お
け
る
日
本
近
代
史
の
授
業
計
画

（森
）

十
月
二
十

一
日
、

ま
ず
、

東
秩
父
の
風
布
村
に
発
生
し
た
金
融
会

社
急
夢
を
も

っ
て
、

た
た
か
い
は
始
め
ら
れ
た
。

青
年
教
師
、

新
井

周
三
郎
に
率
い
ら
れ
た
民
衆
は
、

こ
こ
で
総
額
二
万
円
の
借
金
証
書

を
う
ば
い
去

っ
た
。

（家
永
三
郎

・
黒
羽
清
隆

「
新
講
日
本
史
し

の
事
件
、

そ
の
後

会
計
長
の
井
上
伝
蔵
は
仲
間
三
人
と
と
も
に
、
き
び
し
ぃ
官
憲
の

探
索
を
の
が
れ
、

下
吉
田
村
の
な
か
の
農
家
の
上
蔵
に
潜
伏
し
た
。

こ
の
た
め
、

か
れ
は
欠
席
の
ま
ま
裁
判
で
死
刑
の
宣
告
を
う
け
、

官

憲
は

「金
を
も
ち
に
げ
し
た
幹
部
」
と
宣
伝
し
、

農
民
に
い
ど
こ
ろ

を
い
わ
せ
ょ
ぅ
と
し
た
。

し
か
し
、

か
れ
は
、

そ
の
土
蔵
に
二
年
間
も
か
く
ま
ゎ
れ
た
。

そ

の
間
、

六
法
全
書
を
読
み
、

階
段
の
上
り
下
り
で
足
腰
の
お
と
ろ
え

を
ふ
せ
ぎ
な
が
ら
、

再
挙
の
日
を
ま
っ
た
が
、

そ
の
可
能
性
は
な
く

な

っ
た
と
み
て
、

四
人
が
下
吉
田
村
を
脱
出
し
、

故
郷
の
秩
父
を
は

な
れ
た
の
は
、　

一
八
八
六

（明
治

一
九
）
年
十
月
六
日
の
こ
と
で
ぁ

っ
一に。

井
上
伝
蔵
は
、

新
潟
を

へ
て
北
海
道

へ
の
が
れ
た
。

そ
れ
か
ら
三

〇
年
余
、

北
海
道
の
各
地
で
、

名
を
か
え
、

職
業
を
転
た
と
か
ぇ
て

生
き
つ
づ
け
た
。

そ
し
て
、

妻
を
め
と
り
、

子
ど
も
が
で
き
た
。

そ

の
間
、

故
郷
の
こ
と
も
、

蜂
起
の
こ
と
も
、

だ
れ
に
も
語
ら
ず
、

北

海
道
の
人
間
と
し
て
く
ら
し
て
き
た
。

昨
起
に
や
が
れ
て
か
ら
三
四
年
目
の
一
九

一
八

（大
正
七
）
年
末
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月
二
三
日
、

腎
臓
病
が
悪
化
し
て
、

す
で
に
死
期
の
せ
ま

っ
た
こ
と

を
さ
と
っ
た
伝
蔵
は
、

妻
ミ
キ
と
長
男
洋
と
に
、

は
じ
め
て
実
名
を

う
ち
あ
け
、

み
ず
か
ら
の
過
去
を
語

っ
た
。

そ
し
て
、

か
れ
は
、

わ

れ
わ
れ
の
蜂
起
は
、

た
だ
個
人
的
な
う
ら
み
な
ど
の
た
め
に
や

っ
た

も
の
で
は
な
く
、

天
下
万
民
の
た
め
、

正
義
の
た
め
の
た
た
か
い
で

あ

っ
た
こ
と
を
話
し
つ
づ
け
た
。

そ
の
話
は
、

三
日
間
も
つ
づ
い
た

と
い
う
。

そ
し
て
、

最
後
に
、

秩
父
事
件
の
真
相
を
世
に
広
く
知
ら

せ
て
ほ
し
い
と
た
の
ん
で
息
を
ひ
き
と
っ
た
。

六
五
歳
で
あ

っ
た
。

伝
蔵
と
と
も
に
の
が
れ
た
飯
啄
森
蔵
も
、

や
は
り
北
海
道
で
、

ア

イ
ヌ
人
と
生
活
を
共
に
し
て
生
産
を
終
え
た
と
い
う
。

か
れ
ら
の
こ

の
不
屈
の
生
産
こ
そ
、

秩
父
困
民
党
の
真
の
姿
を
、

わ
た
し
た
ち
に

伝
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（家
永
三
郎
編

「
日
本
の
歴
史
）

六
、

む
す
び
と
し
て

中
学
校
の
近
代
史
授
業
計
画
の
中
で
、

と
く
に

「
自
由
民
権
」
を

と
り
あ
げ
紹
介
し
て
み
た
。

学
習
の
ね
ら
い
を
も
う

一
度
ま
と
め
て

み
た
い
。

●
自
由
民
権
運
動
が
明
治
維
新
の
未
完
部
分
を
追
求
す
る
近
代
化

運
動
だ

っ
た
こ
と
。

０
運
動
を
担

っ
た
人
た
ち
、

そ
し
て
政
府
の
弾
圧
と
板
垣
退
助
な

ど
指
導
層
の
動
向
。

０
運
動
を
最
後
ま
で
継
続
し
た
困
民
党
に
結
集
し
た
農
民
た
ち
の

動
向
。

ω
自
由
民
権
運
動
に
触
発
さ
れ
、

そ
れ
を
弾
圧
し
な
が
ら
つ
く
り

だ
さ
れ
て
い
っ
た
旧
憲
法
の
体
制
。

私
は
神
奈
川
県
相
模
原
市
に
住
む
。

教
材
研
究
の
意
味
か
ら
も
、

こ
こ
数
年
来
、

地
域
の
民
権
運
動
を
学
習
し
、

史
跡
踏
査
、

聞
き
と

り
調
査
な
ど
を
し
て
き
た
。

次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

●
相
模
原
市
域
　
山
本
作
左
衛
門

の
碑

（金
泉
寺
）
、

青
柳
寺
（困

民
党
集
結
）
、

福
田
島
吉
旧
居
、

の
大
和
市
域
　
長
谷
川
彦
八
旧
居
と
墓

（鶴
林
寺
）

０
厚
木
市
域
　
黒
田
黙
耳

の
墓

（宝
安
寺
）
、　

大
矢

正
夫

・
難
波

春
吉

・
佐
伯
十
二
郎
の
墓

（戒
善
寺
Ｘ

法
界
寺

（
講
学
会
場
）
、

難

波
惣
平
旧
居
、

自
由
亭
跡

（辰
己
屋
）
、　

清
源
院

（板
垣
退
助
説
会

場
）
　

〔
人
名
は
い
ず
れ
も
民
権
家
〕

折
し
も
、　

一
九
八

一
年
秋
の

「
自
由
民
権
百
周
年
記

念

全

国
集

会
」

へ
む
け
て
、

地
域
で
も

「
武
相
困
民
党
九
五
周
年
記
念
集
会
」

「
武
相
民
権
百
周
年
記
念
集
会
」
な
ど
の
催
し
が
あ
い
次
い
だ
。

そ

れ
ら
に
参
加
し
、

東
京
都
三
多
摩
や
神
奈
川
県
伊
勢
原

・
秦
野
市
域

の
踏
査
も
し
て
み
て
、

あ
ら
た
め
て
学
び
と
る
も
の
は
大
き
な
も
の

が
あ

っ
た
。

三
多
摩
地
域
で
の
活
動
状
況
、

そ
し
て
士
族
や
豪
農
と

は
ち
が

っ
た
民
権
運
動
の
活
動
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
で

き
た
。

こ
れ
ら
を
通
し
て
、

思
い
つ
く
ま
ま
に
感
想
と
教
材
化

へ
の

一- 76 -一一- 77 -一

課
題
を
な
ら
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

●
教
科
書
に
登
場
す
る
板
垣
逸
助
ら
い
わ
わ
ゅ
る

「
中
央
」
の
動

き
と
は
は
っ
き
り
ち
が

っ
た
、

地
域
で
の
運
動
と
い
う
も
の
を
感
じ

と
っ
た
。

「
中
央
」
で
の
運
動
が
麦
退
し
ょ
う
と
ぃ
ぅ
時
に
、

地
域

で
は
住
民
の
生
活
要
求
に
根
ざ
し
た
運
動
の
高
揚
期
を

迎

え

て

い

る
。

「
草
の
根
の
民
主
主
義
」
と
も
い
ぇ
る
、

地
域
で
の
運
動
と
い

う
も
の
を
ぜ
ひ
み
き
わ
め
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
生
徒

た
ち
に
改
め
て
教
科
書
内
容
を
見
直
さ
せ
、

「
地
域
」
を
学
び
と
る

い
と
ぐ
ち
に
な
る
に
違
い
な
い
。

０
教
科
書
で
今
ま
で
は
、

困
民
党
が
記
述
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

困
民
党
こ
そ
民
権
運
動
の
系
譜
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

暴
動
化
を
避
け
、

組
織
的
な
請
願
行
動

に
徹
し
て
努
力
を
続
け
た
武
相
困
民
党
の
活
動
と
い
う
も
の
を
、

も

っ
と
生
徒
に
伝
え
た
い
。

相
模
原
の
困
民
党
の

「
監
督
」
を
勤
め
た

福
田
島
者
の
遺
族
の
問
き
と
り
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。

御
殿
峠

（現

八
王
子
市
）
で
の
困
民
党
集
結
の
た
め
の
焚
出
し
、

家
財
を
傾
け
た

こ
と
、

有
罪
判
決
を
受
け
、

そ
の
後
は
困
民
党
に
つ
い
て
あ
ま
り
語

ら
な
か
っ
た
こ
と
、

子
孫
も
祖
父
の
行
動
を
家
庭
困
窮
化
の
源
と
し

て
う
ら
ん
だ
こ
と
、

祖
父
の
死
後
、

今
日
あ
ら
た
め
て
祖
父
の
生
き

た
道
の
意
義
を
知

っ
た
こ
と
、

ぜ
ひ
祖
父
の
こ
と
を
記
録
し
物
語
化

し
て
み
た
い
こ
と
な
ど
を
基
に
案
内
し
な
が
ら
述
べ
て
く
れ
た
ギ
聞

き
と
り
」

「
掘
り
お
こ
し
」
の
意
義
を
あ
ら
た
め
て
教
え
ら
れ
、

私

中
学
校
に
お
け
る
日
本
近
代
史
の
授
業
計
画

（森
）

た
ち
教
師
が
地
域
活
動
と
し
て
追
求
す
る
必
要
性
を
痛
感
し
た
。

相

模
原
地
域
で
は
困
民
党
の
顕
彰
碑
も
な
く
記
録
も
乏
し
い
。

０
そ
う
し
た
運
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
依

っ
て
き
た
も
の
は
何
か
、

運
動
を
盛
り
あ
げ
た
生
活
的
背
景
を
も
っ
と
私
自
身
も
学
び
と
り
な

が
ら
生
徒
た
ち
に
伝
え
た
い
と
思

っ
て
い
る
。

明
治
初
期
、

養
蚕
を

も
と
に
し
た
農
村
経
済
の
状
況
、

村
の
社
会
構
造
、

松
方
デ
フ
レ
財

政
が
及
ぼ
し
た
深
刻
な
影
響
な
ど
、

そ
れ
ら
を
学
が
こ
と
に
よ
っ
て

運
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ょ
り
明
ら
か
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

ω

「
自
由
民
権
」
の
学
習
に
限

っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

当
然
、

敗

北
史
観
、

挫
折
史
観
の
克
服
が
課
題
に
な
る
。

民
衆
の
た
た
か
い
は

表
面
的
に
は
弾
圧
を
受
け
て
途
絶
え
る
よ
う
に
み
え
て
も
実
際
に
は

地
下
水
の
よ
う
に
、

絶
え
る
こ
と
な
く
受
け
つ
が
れ
て
い
く
も
の
だ

と
い
う
認
識
を
し
っ
か
り
生
徒
に
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
も
の
で
あ
る

。
民
権
運
動
を
お
し
進
め
た
人
た
ち
の
脳
一異
に
は
、

地
域
で

「
土
平

治
さ
ま
」
と
崇
敬
し
て
き
た

一
挨
の
義
民
伝
承
が
あ

っ
た
だ
ろ
う
こ

と
が
十
分
に
う
か
が
え
る
し
、

民
権
運
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
今
日
、

あ
ら
た
め
て
学
ぶ
意
義
も
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
自
由
民
権
」
は
、

教
師
が
地
域
の
掘
り
お
こ
し
を
お
こ
な
い
生

徒
た
ち
に
伝
え
る
と
と
も
に
、

生
徒
た
ち
も
、

教
師
の
話
を
受
身
で

開
く
だ
け
に
終
ら
ず
、　

一
歩
進
め
て
自
分
た
ち
が
主
体
的
に
参
加
す

る

「
自
己
運
動
と
し
て
の
学
習
」
を
切
り
拓
く
要
索
を
も
っ
た
格
好

の
教
材
と
い
え
ょ
う
。

そ
し
て
こ
の
姿
勢
は
す
べ
て
の
社
会
科
学
習

―
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に
押
し
ひ
ろ
げ
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

と
に
か
く

「
中
学
生
に
無
力
さ
が
ひ
ろ
が

っ
て
い
る
。」

「
非
行
が

は
び
こ
っ
て
い
る
ピ

「
何
し
ろ
受
験
体
制
だ
か
ら
」
で
は
す
ま
さ
れ

な
い
。

私
た
ち
中
学
校
教
師
は
、

憲
法
と
教
育
基
本
法
の

「
平
和
と

民
主
主
義
」
を
据
え
、

「
民
衆
」
「
地
域
」
「
近
現
代
史
」
を
重
点
に

し
た
学
習
指
導
に
努
力
を
続
け
た
い
。

生
徒
た
ち
の
限
り
な
い
可
能

性
を
信
じ
て
。

（相
模
原
市
立
上
鶴
間
中
学
校
教
諭
）
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